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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体に画像を形成する画像形成装置であって、
　印刷制御装置との有線接続に利用可能な通信インタフェースと、
　情報を表示するディスプレイと、
　複数の選択オブジェクトを配置可能なメニュー画面を前記ディスプレイに表示させる手
段と、
　前記通信インタフェースを介して第１の印刷制御装置から取得された画像に基づいて生
成され且つ前記第１の印刷制御装置が提供するウェブページへアクセスするためのショー
トカットボタンとして機能する一の選択オブジェクトを前記メニュー画面に追加する手段
と、
　前記通信インタフェースに第２の印刷制御装置が接続されたことに従って、前記一の選
択オブジェクトを前記メニュー画面から削除する手段と、を有することを特徴とする画像
形成装置。
【請求項２】
　前記通信インタフェースに前記第２の印刷制御装置が接続されたことに従って、前記通
信インタフェースを介して前記第２の印刷制御装置から取得された更なる画像に基づく更
なる選択オブジェクトを前記メニュー画面に追加する手段を有することを特徴とする請求
項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
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　前記ウェブページにアクセスするためのウェブブラウザを備えることを特徴とする請求
項１または２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記ウェブブラウザのデフォルトの選択オブジェクトは、前記画像とは異なる画像に基
づき生成された選択オブジェクトであることを特徴とする請求項３に記載の画像形成装置
。
【請求項５】
　前記画像はｆａｖｉｃｏｎであることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記
載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記一の選択オブジェクトの削除後に前記画像の再利用が可能となるように前記画像を
保持しておく手段を有することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の画像
形成装置。
【請求項７】
　前記通信インタフェースはネットワークインタフェースであることを特徴とする請求項
１乃至６のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項８】
　前記通信インタフェースはＵＳＢインタフェースであることを特徴とする請求項１乃至
６のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項９】
　印刷制御装置との有線接続に利用可能な通信インタフェースと情報を表示するディスプ
レイを備えて且つ記録媒体に画像を形成する画像形成装置の制御方法であって、
　複数の選択オブジェクトを配置可能なメニュー画面を前記ディスプレイに表示し、
　前記通信インタフェースを介して第１の印刷制御装置から取得された画像に基づいて生
成され且つ前記第１の印刷制御装置が提供するウェブページへアクセスするためのショー
トカットボタンとして機能する一の選択オブジェクトを前記メニュー画面に追加し、
　前記通信インタフェースに第２の印刷制御装置が接続されたことに従って、前記一の選
択オブジェクトを前記メニュー画面から削除することを特徴とする制御方法。
【請求項１０】
　印刷制御装置との有線接続に利用可能な通信インタフェースと情報を表示するディスプ
レイを備えて且つ記録媒体に画像を形成する画像形成装置の制御方法であって
　複数の選択オブジェクトを配置可能なメニュー画面を前記ディスプレイに表示する工程
と、
　前記通信インタフェースを介して第１の印刷制御装置から取得された画像に基づいて生
成され且つ前記第１の印刷制御装置が提供するウェブページへアクセスするためのショー
トカットボタンとして機能する一の選択オブジェクトを前記メニュー画面に追加する工程
と、
　前記通信インタフェースに第２の印刷制御装置が接続されたことに従って、前記一の選
択オブジェクトを前記メニュー画面から削除する工程と、をコンピュータに実行させるプ
ログラム。
【請求項１１】
　記録媒体に画像を形成する画像形成装置であって、
　印刷制御装置とのネットワーク通信に利用可能な通信インタフェースと、
　情報を表示するディスプレイと、
　複数の選択オブジェクトを配置可能なメニュー画面を前記ディスプレイに表示させる手
段と、
　前記通信インタフェースを介して第１の印刷制御装置から取得された画像に基づいて生
成され且つ前記第１の印刷制御装置が提供するウェブページへアクセスするためのショー
トカットボタンとして機能する一の選択オブジェクトを前記メニュー画面に追加する手段
と、
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　前記通信インタフェースを介して連携する装置として第２の印刷制御装置を指定する指
示をユーザから受け付けたことに従って、前記一の選択オブジェクトを前記メニュー画面
から削除する手段と、を有することを特徴とする画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置、画像形成方法、コンピュータプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ユーザインタフェースとして、ウェブブラウザを利用したＷｅｂユーザインタフ
ェースが利用されるようになってきた。画像形成装置においても、ブラウザ機能が備わっ
ているものがある。また、特許文献１では、画像形成装置に接続される印刷制御装置を判
断し、接続された印刷制御装置のウェブページをウェブブラウザのお気に入りに登録する
ことが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－４９８３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１においては、画像形成装置に接続されている第１の印刷制御装置を外して、
他の第２の印刷制御装置を接続した場合、お気に入りには第１の印刷制御装置に加えて、
第２の印刷制御装置が登録される。特許文献１では、新たな印刷制御装置が接続されるた
びに新たな印刷制御装置がお気に入りに追加されるため、お気に入りとして表示される印
刷制御装置が増加し、視認性が低下する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、記録媒体に画像を形成する画像形成装置であって、印刷制御装置との有線接
続に利用可能な通信インタフェースと、情報を表示するディスプレイと、複数の選択オブ
ジェクトを配置可能なメニュー画面を前記ディスプレイに表示させる手段と、前記通信イ
ンタフェースを介して第１の印刷制御装置から取得された画像に基づいて生成され且つ前
記第１の印刷制御装置が提供するウェブページへアクセスするためのショートカットボタ
ンとして機能する一の選択オブジェクトを前記メニュー画面に追加する手段と、前記通信
インタフェースに第２の印刷制御装置が接続されたことに従って、前記一の選択オブジェ
クトを前記メニュー画面から削除する手段と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、画像形成装置に接続されている印刷制御装置に応じたアイコンを表示
することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の一実施形態を示す印刷制御装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態を示す印刷制御装置と画像形成装置の接続形態模式図である
。
【図３】本発明の一実施形態を示す画像形成装置の構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の一実施形態を示す画像形成装置の操作パネルを示す図である。
【図５】本発明の一実施形態を示す画像形成装置のソフトウェアブロック図である。
【図６】本発明の一実施形態を示す印刷制御装置のソフトウェアブロック図である。
【図７】本発明の一実施形態を示す操作パネルの表示の一例である。
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【図８】本発明の実施形態１のフローチャートである。
【図９】本発明の実施形態２におけるｆａｖｉｃｏｎ削除のフローチャートである。
【図１０】本発明の実施形態２におけるショートカット登録のフローチャートである。
【図１１】本発明の実施形態３における操作パネルの表示の一例である。
【図１２】本発明の実施形態３におけるフローチャートである。
【図１３】本発明の実施形態３におけるｆａｖｉｃｏｎリストの一例である。
【図１４】本発明におけるお気に入りの管理テーブルの一例である。
【図１５】本発明の実施形態２におけるお気に入り管理テーブルの一例である。
【図１６】本発明の実施形態２におけるトップ画面の一例である。
【図１７】本発明の実施形態２におけるｆａｖｉｃｏｎ取得前の画面の一例である。
【図１８】本発明の実施形態４におけるお気に入りの管理テーブルの一例である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明を実施するための形態について図面を用いて説明する。
【０００９】
　図１は印刷制御装置２０１の概略構成例を示すブロック図であり、図２（ａ）は、印刷
制御装置２０１と画像形成装置２０７の接続図である。図１において２０２、２０３及び
２０４はコネクタである。ＮＩＣ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｃａｒｄ）部
１０１は、図２のＬＡＮ２１２との低位レイヤレベルの接続を司る第１のネットワークイ
ンターフェースである。１０２は、受信したＰＤＬ等の印刷言語或いは特定の（ＪＢＩＧ
などで圧縮された）データフォーマットをラスタイメージ化するためのＲＩＰ処理部であ
る。１０３はラスタイメージ化されたデータを画像形成装置２０７がサポートする形式の
印刷データ或いはデータフォーマットに変換するためのエンコード部である。１０４は低
位レイヤレベルの接続を司る、第２のネットワークインターフェースとしてのＮＩＣ部で
ある。１０５はＮＩＣ部１０１で受信した印刷データを一時的に保管（スプール）してお
く、または、ＲＩＰ後の圧縮データを一時的に保管しておくためのハードディスクドライ
ブ（ＨＤＤ）部である。１０６はＲＩＰ部１０２が画像展開処理に利用するための第１メ
モリ部、１０７は印刷制御装置全体の制御を司るＣＰＵ部である。１０８は、ＣＰＵ部１
０７がデータ一時保存領域として利用する第２メモリ部である。１０９は、ボタンやキー
、タッチパネル等を有し、印刷制御装置のオペレーションを行うための操作部である。１
１０は、オペレータに画像や文字によって情報を伝えるための表示部である。また、１１
１はイメージインタフェースボードであり、２０４はこのインターフェースのためのコネ
クタである。画像データに関しては前記１１１、２０４を使用して専用の伝送路を作成し
、転送する。端末装置２１１から印刷制御装置２０１へのデータパケットは、ＬＡＮ２１
２を伝搬され、コネクタ２０２を介して印刷制御装置２０１へ取り込まれる。印刷制御装
置２０１の内部においてはＮＩＣ部１０１によってデータの受信処理が行われる。印刷デ
ータを受信すると、ＣＰＵ部１０７の制御により、必要に応じてＨＤＤ部１０５へ受信デ
ータの書き込みが行われる。これはデータの転送速度を向上させること等を目的として一
般的に行われているキューイング（スプール）である。ＨＤＤ部１０５に記憶されたデー
タは、ＣＰＵ部１０７の指示によってＲＩＰ処理部１０２から読み出される。一方、キュ
ーイングが行われなかった印刷データはＣＰＵ部１０７の指示によって、直接ＲＩＰ処理
部１０２へ転送される。
【００１０】
　こうしてＲＩＰ処理部１０２へ送られた印刷データは、ＲＩＰ処理部１０２でラスタイ
メージ化処理が行わる。ラスタイメージ化の際に画像形成装置２０７が設定どおりに印刷
可能であるかの判定もＲＩＰ処理部１０２で行われる。続いて、エンコード部１０３で予
め設定されている画像形成装置２０７が解釈可能なデータ形式と、受信したデータの形式
とに基づいて、画像形成装置２０７が解釈可能なデータ形式へのエンコードが行われる。
また、エンコード部１０３は、第２の判定手段及びデータ形式変換手段として機能する。
このエンコード処理は必要に応じて行われるため、受信した印刷データの形式がそのまま
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でも画像形成装置２０７で解釈可能な場合など、エンコードの必要がなければスキップし
てもよい。エンコード後のデータは画像形成装置が解釈可能な形式である必要があり、例
えばその形式は特定の印刷言語形式や、またはＪＢＩＧ等特定の方法で圧縮されたデータ
フォーマット等、画像形成装置２０７が内蔵する解釈手段の能力によって変化する。
【００１１】
　こうして必要に応じてエンコードされたデータはＬＡＮ２１０へ送信するためにＮＩＣ
部１０４によって再びデータパケット化され、コネクタ２０３から送出され、ＬＡＮ２１
０、コネクタ２０８を介して画像形成装置２０７へ送られる。このデータパケットを受信
した画像形成装置２０７は、自身が有する印刷処理手順に則り、紙などの記録媒体への印
刷処理を行う。他のデータ転送方法としては、エンコード部１０３を介しイメージインタ
フェースボード部１１１へ転送され、このデータがコネクタ２０４を通り、２０６の専用
伝送路中を流れ、コネクタ２０９を介して画像形成装置２０７へ送られる。
【００１２】
　図２（ｂ）は印刷制御装置２０１がなく画像形成装置２０７が接続された場合の接続図
となっている。端末装置２１１からの印刷ジョブは、ＬＡＮ２１２、２１３を介して、画
像形成装置２０７へ送られる。ＲＩＰ処理部１０２など図２（ａ）で印刷制御装置２０１
が有していた機能は画像形成装置２０７が有する。詳細については省略する。
【００１３】
　図３は、画像形成装置２０７の構成を示すブロック図である。図３において、本実施形
態の画像形成装置は、画像形成装置本体３０１と画像入出力制御部３０５で構成される。
【００１４】
　画像形成装置本体３０１は、操作部３０２、リーダ部３０３、プリンタ部３０４、フィ
ニッシャ制御部３１０から構成される。操作部３０２は、図４に示す操作パネル４０１を
制御する。リーダ部３０３は、原稿の画像を読み取り、原稿画像に応じた画像データをプ
リンタ部３０４及び画像入出力制御部３０５へ出力する。プリンタ部３０４は、リーダ部
３０３及び画像入出力制御部３０５からの画像データに応じた画像を記録紙上に記録する
。フィニッシャ制御部３１０は、プリンタ部３０４で記録した用紙の後処理装置の制御を
行う。
【００１５】
　画像入出力制御部３０５は、リーダ部３０３に接続されており、インターフェース部３
０６、画像メモリ３０７、制御部３０８、ハードディスク（ＨＤＤ）３０９から構成され
る。　なお、ハードディスク（ＨＤＤ）３０９には、画像形成装置の設定が保存されてい
る（例えばアドレス帳、操作履歴、ユーザ設定、ＩＤ設定、ネットワーク設定）。
インターフェース部３０６は、印刷制御装置２０１およびネットワーク２１２上の端末装
置２１１と制御部３０８との間のインターフェースである。このインターフェース部３０
６は、印刷制御装置２０１から転送された画像を表すコードデータをコネクタ２０９で受
信し、受信したデータをプリンタ部３０４で記録できる画像データに展開して制御部３０
８に渡す。またインターフェース部３０６は、端末装置２１１より転送された画像データ
を表すコードデータを、イーサネット（登録商標）等のネットワークインターフェース２
０８から受信する。受信したデータをプリンタ部３０４で記録できるデータに展開する必
要があれば展開して、制御部３０８に渡す。さらに、コネクタ２０９はネットワークイン
ターフェースであって、印刷制御装置２０１とネットワークを介して接続される構成であ
っても良い。また、パラレルインターフェースや、ＵＳＢインターフェース等のインター
フェースであって、印刷制御装置２０１とインターフェースケーブル等を介して直接接続
される構成であっても良い。また、１本とは限らず多数のケーブルを使用しても構わない
。
【００１６】
　制御部３０８は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等により構成される。この制御部３０８のＣ
ＰＵがＲＯＭ又は他の記憶媒体に格納されたプログラムをＲＡＭ上にロードして実行する
。
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リーダ部３０３、インターフェース部３０６、及び画像メモリ３０７等のそれぞれの間の
データの流れを制御する。なお、ＨＤＤ３０９の代わりに、電源を落としてもデータが消
去されないその他の不揮発性メモリを設けて、該不揮発性メモリにデータを保存しておく
構成であっても良い。また、制御部３０８は、インターフェース部３０６から送られてき
たデータ通りに印刷および後処理可能かどうかの判断を行いながら、プリンタ部３０４お
よびフィニッシャ制御部３１０を制御する。
【００１７】
　図４は、画像形成装置２０７に接続されている操作パネル４０１である。４０２はユー
ザが設定した設定値などを取り消すためのリセットキーである。４０３は動作中のジョブ
を中止させる時に使用するストップキーである。４０４は置数などの数値入力を行うため
のテンキーである。４０５はタッチパネル式の操作画面であり、４０６は原稿の読み込み
等ジョブをスタートさせるためのスタートキーである。４０７は設定などをクリアするた
めのクリアキーである。その他、初期設定／登録ボタンや節電を行うボタンや、メインメ
ニューを表示するためのボタンや、ユーザ毎にカスタマイズ画面を構成出来るクイックメ
ニューボタンや、機器の状態を表示するためのステータスモニタのボタンがハードキーと
して配置されている。以上が操作パネルの各部の説明である。
【００１８】
　図５は画像形成装置２０７のソフトウェア構成を示すブロック図である。イベント通知
部５０１はジョブ終了や用紙切れなど画像形成装置２０７の各種状態を印刷制御装置２０
１へ通知する。印刷ジョブ受信部５０２は、印刷制御装置２０１から送られてきた印刷ジ
ョブを受信する。印刷制御部５０３は印刷ジョブ受信部が受信した印刷ジョブの印刷処理
を制御する。Ｗｅｂブラウザ（ウェブブラウザ）部５０４は印刷制御装置２０１のＷｅｂ
サーバ部４０５が提供するユーザインタフェースを解釈し、操作部３０２へ表示する。
【００１９】
　図６は印刷制御装置２０１のソフトウェア構成を示すブロック図である。イベント受信
部６０１は、画像形成装置２０７から印刷ジョブの状態の通知を受信する。文書管理部６
０２は、ユーザ毎の文書情報を管理する。常時接続管理部６０３は画像形成装置２０７と
の通信状態を維持管理する。印刷制御部６０４は、印刷指示により指定された画像形成装
置に適した印刷ジョブを生成し画像形成装置２０７を送信する。Ｗｅｂサーバ部６０５は
端末装置２１１へのＨＴＴＰプロトコルを用いたユーザインタフェースを提供するととも
に、画像形成装置２０７へも同様にＨＴＴＰプロトコルを用いたユーザインタフェースを
提供する。
【００２０】
　図７は操作画面４０５に表示されるトップ画面７０１の例である。コピー機能のコピー
ボタン７０２、Ｓｅｎｄ機能のＳｅｎｄボタン７０３、保存機能の保存ボタン７０４、設
定機能の設定ボタン７０５が配置されている。さらに、トップ画面７０１は、Ｗｅｂブラ
ウザ機能のブラウザボタン７０６、および印刷制御装置２０１を制御するための印刷制御
装置Ａボタン７０７が配置されている。印刷制御装置Ａボタン７０７は印刷制御装置Ａへ
Ｗｅｂブラウザでアクセスするためのショートカットボタンである。すなわち印刷制御装
置Ａボタン７０７はいわゆるＷｅｂブラウザのお気に入り機能である。Ｗｅｂブラウザの
お気に入り機能は、図１４のようにショートカットの名称、ＵＲＬ、ｆａｖｉｃｏｎの保
存先のテーブルで管理されている。ボタンを押下することで、Ｗｅｂブラウザによって予
め登録されたＵＲＬへアクセスする。また、表示されているアイコンはｆａｖｉｃｏｎと
呼ばれるＷｅｂサイトのシンボルを示すアイコンである。印刷制御装置Ａへアクセスする
前はブラウザボタン７０６と同じアイコンをデフォルトとして表示し、一度、印刷制御装
置Ａへアクセスすることで、印刷制御装置Ａからダウンロードされ、表示が切り替わる。
ダウンロードしたｆａｖｉｃｏｎはＨＤＤ３０９に記憶され、削除するまでｆａｖｉｃｏ
ｎがアイコンとして表示される。
【００２１】
　（実施形態１）
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　実施形態１について述べる。図８は実施形態１における画像形成装置２０７のフローチ
ャートであり、制御部３０８で実行される。ステップＳ８０１では画像形成装置２０７に
印刷制御装置が接続されるか否かを判定する。画像形成装置２０７に印刷制御装置が接続
されるか否かは、例えば、ユーザによって操作パネル４０１から印刷制御装置の接続有無
が設定され、ＨＤＤ３０９に保存された値を制御部３０８のＣＰＵが判断する。または、
ＤＩＰスイッチのようなもので切り替えてもよい。ステップＳ８０１で印刷制御装置が接
続されると判断された場合は、ステップＳ８０２へ進む。ステップＳ８０１で印刷制御装
置が接続されないと判断された場合はステップＳ８０４へ進む。ステップＳ８０２では画
像形成装置２０７に接続される印刷制御装置が一意に決まるかどうかを判定する。これは
画像形成装置２０７に接続される印刷制御装置が１種類しかない場合や、ユーザが接続さ
れる印刷制御装置の種類を操作パネル４０１から設定できるような場合である。ステップ
Ｓ８０２で接続される印刷制御装置が特定できると判定された場合はステップＳ８０４へ
進む。ステップＳ８０２で接続される印刷制御装置が特定できないと判定された場合はス
テップＳ８０３へ進む。ステップＳ８０３では画像形成装置２０７に印刷制御装置が接続
されたかを判定する。印刷制御装置の情報を受信し、印刷制御装置を特定することでステ
ップＳ８０４へ進む。ステップＳ８０４では、前回接続された印刷制御装置のショートカ
ットの削除は必要であるかを判定する。例えば、印刷制御装置Ａが接続され、図７の印刷
制御装置Ａボタン７０７が表示されている状態から、印刷制御装置Ｂへ接続を換え、図１
６のように印刷制御装置Ｂボタン１６０１へ切り替える場合である。また、接続形態を図
２（ａ）から（ｂ）へ変更し、印刷制御装置が不要となった場合などである。ステップＳ
８０４でショートカットの削除が必要と判断された場合はステップＳ８０５へ進む。ステ
ップＳ８０４でショートカットの削除が不要と判断された場合はステップＳ８０６へ進む
。ステップＳ８０５では前回接続された印刷制御装置のショートカットを削除する。すな
わちＷｅｂブラウザのお気に入りから名称、ＵＲＬ，ｆａｖｉｃｏｎを削除する。ステッ
プＳ８０６では接続される印刷制御装置のショートカット登録が必要かどうかを判定する
。これは、例えば、画像形成装置２０７が予め接続される印刷制御装置に応じてショート
カットの登録の有無を記憶しておいてもよいし、ステップＳ８０３で接続された印刷制御
装置からショートカット登録の有無を通知してもらってもよい。ステップＳ８０６で接続
される印刷制御装置のショートカット登録が必要と判定された場合はステップＳ８０７へ
進む。ステップＳ８０６でショートカット登録が不要と判定された場合は処理を終了する
。ステップＳ８０７では接続される印刷制御装置のショートカットを登録する。ＵＲＬは
予め画像形成装置で記憶していてもよいし、ステップＳ８０３で印刷制御装置が接続され
た時に印刷制御装置から通知されるようにしてもよい。
【００２２】
　以上述べたように、実施形態１によれば、接続される印刷制御装置によって登録するシ
ョートカットを変えることで、接続される印刷制御装置に応じたショートカットボタンを
提供することが可能となる。
【００２３】
　（実施形態２）
　実施形態１では接続される印刷制御装置に応じて登録するショートカットを切り替える
ことは可能であるが、ショートカットを削除する際にＵＲＬだけでなくｆａｖｉｃｏｎも
削除することになる。そのため、例えば印刷制御装置をＡ→Ｂ→Ａと切り替えた場合、２
度目の印刷制御装置Ａを接続した場合、ｆａｖｉｃｏｎが削除されているため、図１７の
ようにデフォルトのアイコンとして登録することになる。Ｗｅｂブラウザボタン１７０１
と同じアイコンで印刷制御装置Ｂのボタン１７０２が登録されるため、ユーザの視認性が
よくない。
【００２４】
　この点を解消するため実施形態２では、実施形態１のステップＳ８０５のショートカッ
ト削除の処理を図９に示すフローチャートのようにｆａｖｉｃｏｎを削除すべきかを判断
して削除を行う。また、ステップＳ８０７のショートカット登録時に図１０に示すフロー
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チャートに示すようにｆａｖｉｃｏｎがすでに保存済みかを判断してショートカット登録
を行う。
【００２５】
　図９のステップＳ９０１ではトップ画面７０１から前回接続されていた印刷制御装置の
ショートカットを削除する。この時削除するのはＵＲＬのみである。ステップＳ９０２で
はｆａｖｉｃｏｎを削除する必要があるかを判断する。これはステップＳ９０１で削除す
るＵＲＬが印刷制御装置の物かそれ以外かで判断する。例えば、印刷制御装置用のお気に
入り管理テーブルをその他の管理テーブルと分けて登録し、判断してもよい。また、図１
５のようにお気に入り管理テーブルにｆａｖｉｃｏｎの削除要否を示すフラグを追加し、
印刷制御装置の登録時にはＴＲＵＥをそれ以外の場合はＦＡＬＳＥとして記憶しておき、
ステップＳ９０２の判断に利用してもよい。ステップＳ９０２でｆａｖｉｃｏｎの削除が
必要と判断された場合はステップＳ９０３へ進む。ステップＳ９０２でｆａｖｉｃｏｎの
削除が不要と判定された場合は処理を終了する。ステップＳ９０３ではステップＳ９０１
で削除したＵＲＬに対応したｆａｖｉｃｏｎの削除を行う。
【００２６】
　図１０のステップＳ１００１ではショートカット登録するＵＲＬに対するＦａｖｉｃｏ
ｎがＨＤＤ３０９に保存されているかを判定する。ステップＳ１００１で保存されている
と判定された場合はステップＳ１００２へ進む。ステップＳ１００１で保存されていない
と判定された場合はステップＳ１００３へ進む。ステップＳ１００２ではＨＤＤ３０９に
保存しているｆａｖｉｃｏｎを用いてショートカット登録を行う。ステップＳ１００３で
はデフォルトのアイコンを用いてショートカット登録を行う。
【００２７】
　以上述べたように、実施形態２によれば、印刷制御装置のショートカット削除の際には
ｆａｖｉｃｏｎを削除しないことで、再度同じ印刷制御装置を接続した場合にデフォルト
アイコンを表示せずｆａｖｉｃｏｎを用いた表示が可能となる。
【００２８】
　（実施形態３）
　実施形態２ではｆａｖｉｃｏｎの削除要否を判定しｆａｖｉｃｏｎを削除しない場合に
ついて述べた。ｆａｖｉｃｏｎは登録先によって表示する大きさが異なる場合があるため
、異なる複数の解像度が存在する場合がある。ｆａｖｉｃｏｎを利用するブラウザ側では
不要な解像度も含まれる場合もある。実施形態３では、必要な解像度のｆａｖｉｃｏｎだ
けを残すことで記憶領域の節約を行うことを目的とする。例えば、図１１は操作パネル４
０５に表示されるトップ画面１１０１である。印刷制御装置Ａにアクセスするためのボタ
ンは１１０２と１１０３の２つがある。ボタン１１０２はスクロールボタン１１０４およ
び１１０５によって画面スクロールした場合に表示が切り替わる。ボタン１１０３は常に
表示されているボタンである。ボタン１１０２と１１０３はアイコンの大きさが異なる。
図１２のフローチャートを用いて実施形態３でのｆａｖｉｃｏｎの扱いについて述べる。
このフローチャートは画像形成装置２０１の制御部３０７で実行される。ステップＳ１２
０１では印刷制御装置からｆａｖｉｃｏｎを取得し、ＨＤＤ３０９へ保存する。図１３（
ａ）は印刷制御装置Ａから取得したｆａｖｉｃｏｎのリストの例である。ファイル名は「
取得日時＿ｆａｖｉｃｏｎ＿解像度．ｐｎｇ」となっている。ステップＳ１２０２では取
得したｆａｖｉｃｏｎを登録すべきアイコンへ全て登録を行ったかを判定する。ステップ
Ｓ１２０２でまだ登録すべきアイコンがあった場合はステップＳ１２０３へ進む。ステッ
プＳ１２０２で全て登録完了した場合はステップＳ１２０４へ進む。ステップＳ１２０３
では取得したｆａｖｉｃｏｎを用いてアイコンを更新する。ステップＳ１２０２およびス
テップＳ１２０３で更新するアイコンは例えば図１１のボタン１１０２、１１０３である
。ステップＳ１２０４ではステップＳ１２０２およびステップＳ１２０３で使用しなかっ
たｆａｖｉｃｏｎを削除する。例えば図１２（ａ）のｆａｖｉｃｏｎリストのうち、ボタ
ン１１０２では９６ｘ９６ｐｉｘｅｌ、ボタン１１０３では４８ｘ４８ｐｉｘｅｌが必要
であった場合、その他のｆａｖｉｃｏｎは削除し、保存するｆａｖｉｃｏｎは図１３（ｂ
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【００２９】
　以上述べてきたように、実施形態３によれば、取得したｆａｖｉｃｏｎのうち必要なも
のだけ残すことにより、記憶領域の節約になる。
【００３０】
　（実施形態４）
　実施形態１では不要となったＵＲＬをお気に入りから削除していたが、印刷制御装置か
らＵＲＬを取得する場合においては接続されるまでお気に入り登録ができない。その点を
鑑みて実施形態４では、図１８のようにお気に入り管理テーブルに表示フラグを設け、表
示フラグがＴＲＵＥの場合には操作パネルに表示し、表示フラグがＦＡＬＳＥの場合には
　表示しないようにする。実施形態１のＳ８０５では、前回接続されていた印刷制御装置
のお気に入り管理テーブルの表示フラグをＦＡＬＳＥに切り替える。表示フラグがＦＡＬ
ＳＥに切り替わったことで操作パネル４０５からショートカットを削除する。また、ステ
ップＳ８０７では接続された印刷制御装置のお気に入りを表示フラグＴＲＵＥとして登録
する。表示フラグをＴＲＵＥとして登録することで操作パネル４０５にショートカットを
登録する。
【００３１】
　以上述べてきたように、実施形態４によれば、お気に入りからＵＲＬを削除しないこと
で、印刷制御装置が接続されるまででもショートカット登録が可能となる。特に印刷制御
装置が一意に決定される場合に有効である。
【００３２】
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。
【符号の説明】
【００３３】
　２０１　印刷制御装置
　２０７　画像形成装置
　２１１　端末装置
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